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国
民
健
康

国
民
健
康

国
民
健
康

国
民
健
康
保
険
保
険
保
険
保
険
か
ら
の

か
ら
の

か
ら
の

か
ら
の    

おおおお
知知知知
ら
せ
ら
せ
ら
せ
ら
せ    

■
保
険
証

保
険
証

保
険
証

保
険
証
のののの
更
新
更
新
更
新
更
新 

３
月
１１
日
時
点
で
浪
江
町
国

民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

被
保
険
者
の
方
に
、
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
の
一
斉
更
新
を
し
ま

し
た
。
世
帯
主
の
方
の
避
難
先
の

住
所
に
発
送
を
し
て
い
ま
す
。
ま

だ
、
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

問 
浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

℡ 
０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５ 

 

■
国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
へ
の
へ
の
へ
の
へ
の
加
入
加
入
加
入
加
入 

浪
江
町
国
民
健
康
保
険
へ
の
加

入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
郵
送
ま

た
は
役
場
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。 

加
入
手
続
き
に
は
、
以
前
お
勤

め
だ
っ
た
会
社
、
ま
た
は
年
金
事

務
所
か
ら
発
行
さ
れ
る
「
社
会
保 

              

険
等
資
格
喪
失
証
明
書
（
原
本
）
」

（
資
格
喪
失
年
月
日
が
記
載
さ
れ

た
も
の
）
か
「
離
職
票
の
写
し
」

（
離
職
年
月
日
が
記
載
さ
れ
た
も

の
）
が
必
要
で
す
。 

▽
郵
送
方
法 

浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
℡

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５
）
に
連

絡
し
、
「
資
格
異
動
届
」
を
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
「
社
会
保
険
等
資
格
喪
失

証
明
書
（
原
本
）
」
か
「
離
職
票

の
写
し
」
を
添
付
し
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。 

書
類
到
着
後
、
内
容
を
審
査
し
、

保
険
証
を
避
難
先
の
住
所
に
郵
送

し
ま
す
。 

▽
郵
送
先 

 

〒
９
６
４
‐
０
９
０
４ 

福
島
県
二
本
松
市
郭
内
一
丁
目
１

９
６
‐
１ 

福
島
県
男
女
共
生
セ
ン
タ
ー
内 

浪
江
町
役
場
二
本
松
事
務
所 

健
康
保
険
課
国
保
年
金
係 

宛 
℡ 
浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５ 

  

介
護
保
険

介
護
保
険

介
護
保
険

介
護
保
険
の
お
の
お
の
お
の
お
知知知知
ら
せ
ら
せ
ら
せ
ら
せ    

■
要
介
護
認
定

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定

要
介
護
認
定    

（
要
支
援
認
定
を
含
む
） 

○
新
規
の
要
介
護
認
定
申
請
前
に

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
方
も
、
特
例

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

○
要
介
護
認
定
お
よ
び
要
介
護
認

定
の
更
新
等
を
す
る
方
が
、
被
保 

 

               

険
者
証
の
提
示
が
で
き
な
い
場
合

で
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

○
す
で
に
要
介
護
認
定
審
査
を
し

て
い
る
方
で
、
認
定
審
査
会
を
開

催
で
き
な
い
等
の
事
情
で
通
常
の

要
介
護
認
定
が
で
き
な
い
場
合
も
、

暫
定
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
用
い
た
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。 

○
要
介
護
認
定
の
更
新
申
請
が
で

き
る
方
が
、
要
介
護
認
定
の
有
効

期
間
の
満
了
前
に
申
請
で
き
な
い

場
合
も
、
要
介
護
認
定
の
更
新
申

請
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
引
き
続

き
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。 

問 

健
康
福
祉
班
（
介
護
保
険
係
） 

℡ 

０
２
４
３
‐
６
２
‐
０
１
２
３ 

 

各
種
母
子
保
健
事
業

各
種
母
子
保
健
事
業

各
種
母
子
保
健
事
業

各
種
母
子
保
健
事
業    

    
予
防
接
種
事
業

予
防
接
種
事
業

予
防
接
種
事
業

予
防
接
種
事
業    

乳
幼
児
健
診
（
３
カ
月
健
診
、
１

歳
８
カ
月
健
診
、
３
歳
６
カ
月
健 

               
    診

）
や
予
防
接
種
（
ポ
リ
オ
、
Ｂ

Ｃ
Ｇ
、
三
種
混
合
、
麻
疹
風
疹
な

ど
）
を
受
け
る
と
き
に
は
、
避
難
避
難
避
難
避
難

先先先先
のののの
市
区
町
村

市
区
町
村

市
区
町
村

市
区
町
村
にににに
申申申申
しししし
出出出出
る
こ
と

る
こ
と

る
こ
と

る
こ
と

でででで
避
難
先
保
健

避
難
先
保
健

避
難
先
保
健

避
難
先
保
健
セ
ン
タ
ー
や

セ
ン
タ
ー
や

セ
ン
タ
ー
や

セ
ン
タ
ー
や
医
療
医
療
医
療
医
療

機
関
機
関
機
関
機
関
でででで
受受受受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。。。。 

※
当
日
の
場
所
や
詳
し
い
内
容
は
、

避
難
先
の
市
区
町
村
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

問 

健
康
福
祉
班
（
健
康
係
） 

℡ 

０
２
４
３
‐
６
２
‐
０
１
２
３ 

           

 

発行 浪江町災害対策本部 
 
〒964-0904 
福島県二本松市郭内一丁目 169-1 
（福島県男女共生センター内） 
TEL 0243-62-0123 
FAX 0243-22-4261 

浪江町を離れ、避難生活を余儀なくされている町民の皆様へ、

浪江町災害対策本部から各種情報を提供します。 

避難先避難先避難先避難先をごをごをごをご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください    
    
避難先の連絡をお済でない方や連絡後

避難先が変わられた方は、役場までご

連絡ください。 
 

浪江町浪江町浪江町浪江町コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター    

03030303----5638563856385638----5055505550555055    

医療機関を受診するときは医療機関を受診するときは医療機関を受診するときは医療機関を受診するときは    
    

6 月末まで、保険証を提示せずに医療機

関が受診できます。保険証の再交付を受け

ていない方は、氏名・住所・生年月日・連

絡先を申し出て受診してください。 

7777 月月月月 1111 日以降日以降日以降日以降、医療機関を受診するとき

は、保険証の提示が必要となります。保険

証をお持ちでない方は、ご加入の医療保険

者にお問い合わせください。 

また、医療費の一部負担金等の猶予また

は免除は、保険証のほか「免除証明書」が

必要となります。加入されている医療保険

者に「免除証明書」の交付を申請してくだ

さい。浪江町国民健康保険や後期高齢者医

療制度に加入されている方は、「免除証明

書」は不要不要不要不要です。 
 
 

問 健康保険課国保年金係 

℡ 0243－62－0123 

 

「お知らせ版」は、世帯主の
皆さまへ郵送しています。現
在世帯主の方と離れて生活を
していて郵送を希望される方
は、ご連絡ください。 
 

浪江町浪江町浪江町浪江町コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター    

TEL 03-5638-5055 

FAX 0243-22-4261 
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借
上
借
上
借
上
借
上
げげげげ
住
宅
住
宅
住
宅
住
宅
のののの
特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置    

 

福
島
県
内
の
民
間
住
宅
に
入
居

さ
れ
た
方
や
今
後
自
ら
手
続
を
し

て
民
間
住
宅
に
入
居
す
る
方
に
、

要
件
を
満
た
す
物
件
を
県
借
上
げ

住
宅
と
す
る
住
宅
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

■
対
象
世
帯 

①
住
宅
の
全
壊
等
に
よ
り
居
住
す

る
住
宅
が
な
い
世
帯
、
ま
た
は
、

原
発
事
故
に
よ
る
避
難
指
示
等
に

よ
り
長
期
の
避
難
が
必
要
な
世
帯 

②
民
間
の
賃
貸
住
宅
に
入
居
、
ま

た
は
入
居
を
予
定
し
、
自
ら
の
資

力
で
は
契
約
の
継
続
が
困
難
な
世

帯 ■
対
象
住
宅 

次
の
５
つ
の
条
件
す
べ
て
を
満
た

す
住
宅 

○
福
島
県
内
の
民
間
賃
貸
住
宅 

※
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
に
指
定 

                

さ
れ
て
い
る
地
域
に
つ
い
て
は
、

自
力
で
避
難
で
き
る
方
で
構
成
さ

れ
る
世
帯
の
み
対
象
と
な
り
ま
す
。 

○
家
賃
が
６
万
円
以
下
。
た
だ
し

入
居
人
数
が
５
名
（
乳
幼
児
を
除

く
）
以
上
の
場
合
の
月
毎
の
費
用

の
限
度
額
は
９
万
円 

○
昭
和
５６
年
以
降
に
建
設
し
た

住
宅
、
ま
た
は
耐
震
性
が
確
認
さ

れ
た
住
宅 

○
入
居
世
帯
の
状
況
に
適
し
た
床

面
積
で
あ
る 

○
貸
主
お
よ
び
仲
介
業
者
が
、
県

の
借
上
げ
住
宅
に
な
る
こ
と
を
了

承
し
た
も
の 

■
入
居
期
間 
原
則
１
年 

最
長
２
年 

■
注
意
事
項 

県
の
借
上
げ
住
宅
と
し
て
認
め

ら
れ
た
場
合
、
そ
の
後
新
た
な
借

上
げ
住
宅
へ
の
変
更
・
移
動
は
で 

                

き
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
①
県
外
の
応
急
仮
設
住 

宅
か
ら
県
内
の
応
急
仮
設
住
宅
へ

住
み
替
え
を
行
う
場
合
、
②
県
内

の
応
急
仮
設
住
宅
か
ら
県
内
の
応

急
仮
設
住
宅
へ
の
住
み
替
え
の
う

ち
、
就
労
、
就
学
の
利
便
性
向
上

の
た
め
等
の
特
別
な
事
情
が
あ
る

場
合
は
、
住
み
替
え
可
能
で
す
。 

㊟㊟㊟㊟
特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置
のののの
申申申申
しししし
出
期
間

出
期
間

出
期
間

出
期
間
はははは
、、、、

「「「「
県県県県
がががが
指
定
指
定
指
定
指
定
す
る
す
る
す
る
す
る
日日日日
」」」」
ま
で
で
す

ま
で
で
す

ま
で
で
す

ま
で
で
す
。。。。

こ
の
こ
の
こ
の
こ
の
期
間
期
間
期
間
期
間
にににに
入
居
入
居
入
居
入
居
で
き
る

で
き
る

で
き
る

で
き
る
物
件
物
件
物
件
物
件
がががが

対
象
対
象
対
象
対
象
と
な
り
ま
す

と
な
り
ま
す

と
な
り
ま
す

と
な
り
ま
す
。。。。    

「「「「
県県県県
がががが
指
定
指
定
指
定
指
定
す
る
す
る
す
る
す
る
日日日日
」」」」
はははは
、、、、
ま
だ
ま
だ
ま
だ
ま
だ

決決決決
ま
っ
て

ま
っ
て

ま
っ
て

ま
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で

い
ま
せ
ん
の
で

い
ま
せ
ん
の
で

い
ま
せ
ん
の
で
、、、、
決決決決
まままま

りりりり
次
第
次
第
次
第
次
第
おおおお
知知知知
ら
せ
し
ま
す

ら
せ
し
ま
す

ら
せ
し
ま
す

ら
せ
し
ま
す
。。。。    

問 

浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５ 

 

借
上
借
上
借
上
借
上
げげげげ
住
宅
住
宅
住
宅
住
宅
「「「「
変
更
契
約

変
更
契
約

変
更
契
約

変
更
契
約
」」」」    

 

す
で
に
「
福
島
県
借
上
げ
住
宅 

                

賃
貸
借
契
約
」
を
締
結
し
て
お
り
、

家
賃
等
の
設
定
が
変
更
と
な
る
世

帯
の
変
更
契
約
を
受
け
付
け
ま
す
。 

■
変
更
契
約
対
象
世
帯 

○
す
で
に
県
借
上
げ
住
宅
の
契
約

を
締
結
し
て
お
り
、
入
居
人
数
が

５
人
（
乳
幼
児
を
除
く
）
以
上
の

世
帯
で
、
家
賃
等
の
設
定
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
世
帯 

○
す
で
に
県
借
上
げ
住
宅
の
契
約 

を
締
結
し
て
お
り
、
入
居
者
が
共

益
費
、
管
理
費
、
駐
車
場
代
、
附 

属
施
設
料
を
支
払
っ
て
い
る
世
帯

で
変
更
契
約
を
す
る
方
は
、
６
月

３０
日
（
木
）
ま
で
に
住
宅
支
援
班

に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

※※※※
不
動
産
業
者

不
動
産
業
者

不
動
産
業
者

不
動
産
業
者
に
ご
に
ご
に
ご
に
ご
相
談
相
談
相
談
相
談
し
て
か

し
て
か

し
て
か

し
て
か

ら
お
ら
お
ら
お
ら
お
申
込
申
込
申
込
申
込
み
く
だ
さ
い

み
く
だ
さ
い

み
く
だ
さ
い

み
く
だ
さ
い
。。。。    

問 

浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５ 

                 

「「「「
被
災
証
明
書

被
災
証
明
書

被
災
証
明
書

被
災
証
明
書
」」」」    

「「「「
りりりり
災
証
明
書

災
証
明
書

災
証
明
書

災
証
明
書
」」」」 

▽
申
請
方
法 

窓
口
交
付
の
ほ
か
、
電
話
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
郵
送
で
申
請
で
き
ま
す
。 

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
郵
送
の
場
合
は
、
次
の

内
容
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。 

① 

必
要
な
方
の
氏
名
（
漢
字
お

よ
び
フ
リ
ガ
ナ
）
、
生
年
月
日 

② 

浪
江
町
の
住
所
（
３
月
１１
日
時
点
） 

③ 

日
中
連
絡
の
つ
く
連
絡
先

（
携
帯
電
話
等
） 

④ 

現
在
の
居
住
地
（
避
難
先
） 

⑤ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
の
交
付
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号 

申
請
の
際
は
、
記
載
の
誤
り
が

な
い
か
確
認
の
上
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
住
民
基
本
台
帳
で
本
人

が
確
認
で
き
た
後
、
ご
指
定
の
方

法
で
交
付
し
ま
す
。 

※
「
り
災
証
明
書
」
に
損
壊
状
態

の
表
記
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

問 

浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５ 

FAX 

０
２
４
３
‐
２
２
‐
４
２
６
１ 

 
 

        

浪江町応急仮設住宅募集案内浪江町応急仮設住宅募集案内浪江町応急仮設住宅募集案内浪江町応急仮設住宅募集案内    

応急仮設住宅への入居者を募集します。 

すでに申し込みをされていて、変更がな

い方は、提出の必要はありません。 

■対象世帯  

 平成 23 年 3 月 11 日時点で浪江町に住

所を有し、自力で住宅を確保することが

困難な世帯 

■建設地域 二本松市、福島市、桑折町、

本宮市本宮市本宮市本宮市 

■募集期間 

 随時募集 

 ※本宮市仮設住宅は、6 月 24 日（金）

で締め切りとします。その後空きがあれ

ば、随時募集します。 

■申請方法  郵送・FAX・窓口でお申

し込みください。 

（郵送先） 

〒964-0292 

福島県二本松市郭内一丁目 196-1  

福島県男女共生センター内 

浪江町役場二本松事務所 住宅支援班 

宛（FAX）0243-22-4261 

■選定方法  選定は、世帯の状況や優

先入居条件などを勘案して行います。 

■注意事項 

・各建設地域の希望はできますが、場所

の指定はできませんのでご了承くださ

い。 

・すでにお申込みされている方が、別の

地域に変更することもできます。 

（例：福島市の仮設住宅から本宮市の仮設住

宅へ変更 など） 

 

問 浪江町コールセンター  

  03-5638-5055 

こころのこころのこころのこころの健康相談健康相談健康相談健康相談ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル    
（福島県精神保健福祉センター） 

 

℡    0570057005700570----064064064064----556556556556    
（9 時～17 時  

土日祝を除く。） 
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県
外
県
外
県
外
県
外
のののの
借
上
借
上
借
上
借
上
げげげげ
住
宅
住
宅
住
宅
住
宅    

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置    

 

民
間
借
上
げ
住
宅
の
う
ち
、
自

ら
契
約
し
た
も
の
を
県
の
契
約
に

置
き
換
え
る
措
置
を
実
施
し
て
い

る
県
（
福
島
県
以
外
）
は
次
の
と

お
り
で
す
。（
６
月
３
日
現
在
） 

 

詳
細
は
、
各
県
窓
口
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

ま
た
、
福
島
県
で
は
、
県
外
に

避
難
さ
れ
た
方
の
相
談
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す
。 

■■■■
県
外
避
難
者
支
援
担
当

県
外
避
難
者
支
援
担
当

県
外
避
難
者
支
援
担
当

県
外
避
難
者
支
援
担
当    

℡ 

０
２
４
‐
５
２
３
‐
４
１
５
７ 

■■■■
各
県
各
県
各
県
各
県
の
お
の
お
の
お
の
お
問問問問
いいいい
合合合合
わ
せ
わ
せ
わ
せ
わ
せ
先先先先    

○
青
森
県 

 

問 

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局 

℡ 

０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
５
８
０ 

０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
５
８
１ 

○
岩
手
県 

問 

県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課 

 

住
ま
い
の
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

℡ 

０
１
２
０
‐
８
８
２
‐
６
０
６ 

○
宮
城
県 

問 

保
健
福
祉
部
保
健
福
祉 

総
務
課
災
害
救
助
法
対
応
チ
ー
ム 
 

災
害
時
住
宅
支
援
セ
ン
タ
ー

℡ 

０
１
２
０
‐
９
６
０
‐
０
０
３ 

○
秋
田
県 

問 

被
災
者
受
入
支
援
チ
ー
ム 

借
上
げ
住
宅
入
居
相
談
窓
口 

℡ 

０
１
８
‐
８
６
０
‐
４
５
０
３ 

○
山
形
県 

問 

建
築
住
宅
課
住
宅
宅
地
担
当 

℡ 

０
２
３
‐
６
３
０
‐
２
６
４
０ 

○
沖
縄
県 

問 

被
災
者
受
入
対
策
チ
ー
ム 

℡ 

０
９
０
‐
３
７
９
４
‐
０
５
３
０

０
９
０
‐
３
７
９
４
‐
８
２
１
７

０
９
０
‐
３
７
９
２
‐
３
１
６
８

０
９
０
‐
３
７
９
２
‐
３
１
６
１

０
９
０
‐
３
７
９
０
‐
０
３
１
７

０
９
０
‐
３
７
９
０
‐
１
７
１
３ 

 
 

 

警
戒
区
域

警
戒
区
域

警
戒
区
域

警
戒
区
域
へ
の
へ
の
へ
の
へ
の    

    

一
時
立
入

一
時
立
入

一
時
立
入

一
時
立
入
りりりり    

○
一
時
立
入
り
を
ご
希
望
の
方
は
、

「
福
島
県
警
戒
区
域
一
時
立
入
り

セ
ン
タ
ー
」
で
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。 

■
福
島
県
警
戒
区
域
一
時
立
入

福
島
県
警
戒
区
域
一
時
立
入

福
島
県
警
戒
区
域
一
時
立
入

福
島
県
警
戒
区
域
一
時
立
入

り
セ
ン
タ
ー

り
セ
ン
タ
ー

り
セ
ン
タ
ー

り
セ
ン
タ
ー    

℡ 

０
１
２
０
‐
２
０
８
‐
０
６
６ 

▽
期
間 

６
月
３０
日
（
木
）
ま
で 

▽
受
付
時
間 

８
時
～
２０
時 

※
浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
℡

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５
）
で
も

受
付
で
き
ま
す
。 

○
警
戒
区
域
へ
の
一
時
立
入
り
が

決
定
し
た
方
に
は
、
実
施
す
る
一

週
間
程
度
前
に
、
役
場
担
当
者
か

ら
連
絡
を
し
ま
す
。 

○
実
施
当
日
立
入
り
が
で
き
る
か

で
き
な
い
か
の
確
定
情
報
は
、
当

日
早
朝
か
ら
役
場
の
代
表
電
話
番

号
（
℡
０
２
４
３
‐
６
２
‐
０
１
２
３
）

で
電
子
音
声
案
内
に
て
ご
案
内
し

ま
す
。 

○
悪
天
候
の
た
め
中
止
と
な
っ
た

場
合
は
、
役
場
担
当
者
か
ら
中
止

と
な
っ
た
当
日
中
に
次
回
立
入
り

日
の
ご
希
望
確
認
を
す
る
た
め
に

お
電
話
し
ま
す
。 

■
一
時
立
入
り
の
日
程
（
予
定
） 

６
月
２１
日
（
火
）
２
４
０
名 

６
月
２２
日
（
水
）
２
４
０
名 

６
月
２５
日
（
土
）
２
４
０
名 

６
月
２６
日
（
日
）
２
４
０
名 

※
い
ず
れ
も
荷
物
の
持
ち
出
し
等
で
す
。 

  

一
時
立
入

一
時
立
入

一
時
立
入

一
時
立
入
り
に
り
に
り
に
り
に
伴伴伴伴
うううう    

ペ
ッ
ト
の

ペ
ッ
ト
の

ペ
ッ
ト
の

ペ
ッ
ト
の
保
護
保
護
保
護
保
護 

 

一
時
立
入
り
に
伴
い
、
環
境
省

と
福
島
県
が
協
働
で
ペ
ッ
ト
の
保

護
、
収
容
を
行
い
ま
す
。（
犬
と
猫

に
限
り
ま
す
。
） 

 

一
時
立
入
り
さ
れ
た
方
の
保
護

情
報
を
も
と
に
、
環
境
省
と
県
で

保
護
し
、
２０
㎞
圏
外
の
安
全
な
場

所
で
お
預
か
り
し
ま
す
。
飼
い
主

の
方
が
引
き
取
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
ま
で
、
飼
育
管
理
を
し
ま
す
。 

問 

県
保
健
福
祉
部
食
品
生
活

衛
生
課 

℡ 
０
２
４
‐
５
２
１
‐
７
２
４
２ 

 
 

 

一
時
立
入

一
時
立
入

一
時
立
入

一
時
立
入
り
し
た

り
し
た

り
し
た

り
し
た
際際際際
のののの    

    

盗
難
被
害

盗
難
被
害

盗
難
被
害

盗
難
被
害
のののの
確
認
確
認
確
認
確
認    

 

一
時
立
入
り
し
た
際
に
盗
難
被

害
を
確
認
し
た
方
の
届
け
出
等
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
一
時
立

入
り
当
日
に
警
察
官
が
被
害
者
の

方
々
に
盗
難
被
害
の
有
無
を
確
認

し
ま
す
。 

 

自
宅
で
被
害
の
有
無
を
確
認
し
、

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
場
所
の
出
口
付

近
に
警
察
官
が
い
ま
す
の
で
、
警

察
官
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
後

日
、
警
察
か
ら
被
害
届
の
届
け
出

要
領
に
つ
い
て
連
絡
し
ま
す
。 

 

地
震
保
険

地
震
保
険

地
震
保
険

地
震
保
険
のののの
特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置    

 

損
害
保
険
各
社
の
地
震
保
険
は
、

被
災
者
か
ら
の
自
己
申
告
に
よ
る

損
害
調
査
で
地
震
保
険
金
の
支
払

い
が
行
わ
れ
る
特
例
措
置
が
あ
り

ま
す
。 

一
次
立
入
り
を
し
た
際
に
可
能 

 

な
範
囲
で
建
物
・
家
財
の
損
害
程

度
を
確
認
し
、
書
類
に
記
録
し
て

保
険
会
社
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

一
次
立
入
り
を
す
る
方
は
、
事
前

に
保
険
会
社
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
（
社
）
日
本
損
害
保
険
協
会
「
地

震
保
険
契
約
会
社
照
会
セ
ン
タ
ー
」 

℡ 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

０
１
２

０
‐
５
０
１
‐
３
３
１ 

月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
） 

 

９
時
～
１７
時 

 

 

Ｊ
Ａ
Ｊ
Ａ
Ｊ
Ａ
Ｊ
Ａ
共
済
共
済
共
済
共
済
のののの
建
物
更
生
共
済

建
物
更
生
共
済

建
物
更
生
共
済

建
物
更
生
共
済

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置

特
例
措
置    

Ｊ
Ａ
ふ
た
ば
で
は
、
建
物
更
生

共
済
に
ご
加
入
い
た
だ
い
て
い
る

警
戒
区
域
や
計
画
的
避
難
区
域
に

お
住
い
の
契
約
者
の
皆
さ
ま
を
対

象
に
、
自
己
申
告
に
よ
る
損
害
調

査
に
基
づ
き
共
済
金
を
お
支
払
す

る
特
例
措
置
を
実
施
し
ま
す
。
一

時
立
入
り
を
す
る
際
に
建
物
や
家

財
の
損
害
程
度
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。 

※
一
時
立
入
り
を
す
る
方
は
、
Ｊ

Ａ
ふ
た
ば
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

問 

Ｊ
Ａ
ふ
た
ば
共
済
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
２
４
‐
５
５
４
‐
３
１
０
４

（
代
表
） 

平
日 

９
時
～
１６
時
３０
分 

  

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合    

    

か
ら
の
お

か
ら
の
お

か
ら
の
お

か
ら
の
お
願願願願
いいいい    

 

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合
の
組

合
員
の
方
は
、
避
難
先
住
所
と
連

絡
先
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

■
双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合

双
葉
畜
産
農
業
協
同
組
合 

（
福
島
県
畜
産
農
業
協
同
組
合
連

合
会
内
） 

〒
９
６
０
‐
８
０
４
４ 

福
島
市
早
稲
町
８
‐
３
（
和
牛
会

館
内
） 

℡ 

０
２
４
‐
５
２
２
‐
４
１
０
８ 

FAX 

０
２
４
‐
５
２
２
‐
４
１
０
９ 

                 

原子力損害原子力損害原子力損害原子力損害賠償賠償賠償賠償等等等等にににに関関関関するするするする電話相談電話相談電話相談電話相談    
    

県では、原子力損害賠償の電話相談を
受け付けています。 
 
TEL 024024024024‐‐‐‐523523523523‐‐‐‐1501150115011501 

相談時間 8:30～21:00（毎日） 

※毎週水曜日（祝日含む）の 13:00～17:00

は、弁護士による法律相談 
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住
民
票

住
民
票

住
民
票

住
民
票
・・・・
戸
籍
謄
抄
本

戸
籍
謄
抄
本

戸
籍
謄
抄
本

戸
籍
謄
抄
本    

税
証
明

税
証
明

税
証
明

税
証
明    

 

住
民
票
・
戸
籍
謄
抄
本
・
税
証

明
な
ど
の
発
行
を
再
開
し
て
い
ま

す
。 

必
要
な
方
は
、
郵
送
ま
た
は
窓
口

で
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
発
行
を
再
開
し
た
も
の 

○
戸
籍
・
住
民
票
関
係 

住
民
票
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
、

除
籍
／
改
製
原
戸
籍
謄
本
、
除
籍

／
改
製
原
戸
籍
抄
本
、
身
分
証
明

書
、
附
票
、
戸
籍
記
載
事
項
証
明
、

届
書
の
写
し
証
明
、
受
理
証
明
、

印
鑑
登
録
証
明
書 

な
ど 

○
税
関
係 

納
税
証
明
書
、
所
得
証
明
書
、
課

税
・
非
課
税
証
明
書
、
資
産
証
明

書
、
名
寄
帳
、
評
価
額
証
明
、
公

課
証
明
、
税
額
証
明 

な
ど 

▽
取
得
方
法 

○
窓
口
で
の
申
請
・
交
付 

本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転

免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の
公
的
証

明
書
、
保
険
証
な
ど
）
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
お
持
ち
で
な
い
と
き

は
、
本
籍
や
家
族
の
聞
き
取
り
、

職
員
の
面
識
確
認
を
行
い
ま
す
。 

○
郵
便
で
の
申
請
・
交
付 

①
～
③
の
書
類
を
役
場
住
民
・
税

証
明
係
宛
て
に
送
付
し
て
く
だ
さ

い
。 

① 

請
求
内
容
の
わ
か
る
書
面 

便
箋
な
ど
に
浪
江
町
の
住
所
ま
た

は
本
籍
、
必
要
な
方
の
お
名
前
、

生
年
月
日
、
必
要
な
も
の
（
戸
籍

謄
本
１
通
な
ど
）
、
送
り
先
（
避
難

先
）
の
住
所
、
連
絡
先
の
電
話
番

号
、
使
用
の
目
的
な
ど
を
記
載
し

た
も
の 

※
連
絡
が
と
れ
な
い
場
合
、
発
送

で
き
な
い
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

連
絡
先
の
電
話
番
号
は
必
ず
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。 

② 

返
信
用
の
封
筒 

送
り
先
（
避
難
先
）
の
住
所
、
方

書
、
宛
名
を
記
載
し
た
封
筒 

③ 

本
人
確
認
の
書
類 

運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の
公

的
証
明
書
、
保
険
証
、
住
基
カ
ー

ド
、
外
国
人
登
録
証
な
ど
の
コ
ピ

ー
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。
お
持

ち
で
な
い
場
合
は
、
診
察
券
の
コ

ピ
ー
な
ど
お
名
前
の
書
い
て
あ
る

も
の
を
送
付
し
て
い
た
だ
き
、
電

話
連
絡
の
上
確
認
し
ま
す
。 

▽
郵
送
先 

〒
９
６
４
‐
０
９
０
４ 

               

福
島
県
二
本
松
市
郭
内
一
丁
目
１

９
６
‐
１ 

男
女
共
生
セ
ン
タ
ー

内 浪
江
町
役
場
二
本
松
事
務
所 

住

民
・
税
証
明
係 

宛 

問 

浪
江
町
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

℡ 

０
３
‐
５
６
３
８
‐
５
０
５
５ 

  

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料
のののの
免
除
免
除
免
除
免
除    

 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
伴
い
、
平
成
２３
年
３
月
１１

日
時
点
で
浪
江
町
に
住
所
を
有
し

て
い
た
方
は
、
ご
本
人
か
ら
の
申

請
に
基
づ
き
、
国
民
年
金
保
険
料

が
全
額
免
除
に
な
り
ま
す
。 

た
だ
し
、
免
除
期
間
に
対
す
る

年
金
の
給
付
は
、
満
額
給
付
に
対

し
て
２
分
の
１
と
な
り
ま
す
。 

▽
免
除
期
間 

 

平
成
２３
年
２
月
～
６
月 

▽
申
請
期
限 

７
月
末
日 

               

平
成
２３
年
７
月
分
以
降
は
、
７
月

以
降
に
申
請
し
て
い
た
だ
く
予
定

で
す
。 

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

問 

日
本
年
金
機
構
平
年
金
事

務
所
国
民
年
金
課 

℡ 

０
２
４
６
‐
２
３
‐
５
６
１
１ 

 

し
あ
わ
せ

し
あ
わ
せ

し
あ
わ
せ

し
あ
わ
せ
金
婚
夫
婦
表
彰

金
婚
夫
婦
表
彰

金
婚
夫
婦
表
彰

金
婚
夫
婦
表
彰    

 

結
婚
５０
周
年
を
迎
え
ら
れ
た

ご
夫
婦
を
祝
福
し
、
賞
状
と
記
念

品
を
贈
り
ま
す
。 

 

自
己
申
告
と
な
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

▽
対
象
者 

 

昭
和
３６
年
１
月
１
日
か
ら
１２

月
３１
日
ま
で
に
結
婚
さ
れ
た
浪

江
町
に
住
所
を
置
く
ご
夫
婦
。
ま

た
、
前
回
ま
で
に
申
し
込
み
を
し

な
か
っ
た
ご
夫
婦
。 

                

▽
申
し
込
み
方
法 

申
込
用
紙
を
記
入
の
上
、
窓
口
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
電
話
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
の
受
け
付
け
も
で
き
ま
す
。 

（
窓
口
） 

浪
江
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務

局
（
浪
江
町
社
会
福
祉
協
議
会
内
） 

各
連
絡
所
（
岳
・
土
湯
・
猪
苗
代
） 

各
一
次
避
難
所
（
あ
だ
た
ら
体
育

館
・
岳
下
婦
人
の
家
・
小
島
ふ
る

さ
と
交
流
館
・
郡
山
市
青
少
年
会

館
） 

▽
申
込
締
め
切
り 

 

７
月
１５
日
（
金
）
厳
守 

問 

浪
江
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合

会
事
務
局
（
浪
江
町
社
会
福
祉
協

議
会
内
） 

℡ 

０
２
４
３
‐
６
２
‐
０
１
６
８ 

ＦＡＸ 

０
２
４
３
‐
２
２
‐
４
２
６
３ 

 

高
速
道
路

高
速
道
路

高
速
道
路

高
速
道
路
のののの
無
料
開
放

無
料
開
放

無
料
開
放

無
料
開
放    

 

６
月
２０
日
（
月
）
午
前
０
時
か

ら
東
北
地
方
（
水
戸
エ
リ
ア
の
常

磐
道
含
む
）
を
発
着
す
る
被
災
者

お
よ
び
原
子
力
事
故
に
よ
る
避
難

者
、
ト
ラ
ッ
ク
、
バ
ス
（
中
型
車

以
上
）
に
つ
い
て
、
高
速
道
路
が

無
料
開
放
さ
れ
ま
す
。 

 

 

※
出
口
料
金
所
で
、
浪
江
町
の

住
所
が
わ
か
る
書
面
（
運
転
免
許

証
、
保
険
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

の
提
示
が
必
要
で
す
。 

問 

国
土
交
通
省
道
路
局
高
速

道
路
課 

℡ 

０
３
‐
５
２
５
３
‐
８
５
０
０ 

【【【【連絡先連絡先連絡先連絡先（（（（電話番号電話番号電話番号電話番号））））一覧一覧一覧一覧】】】】    
    
■浪江町役場二本松事務所浪江町役場二本松事務所浪江町役場二本松事務所浪江町役場二本松事務所     

TEL 0243－62－0123 

FAX 0243－22－4261 

■浪江町浪江町浪江町浪江町コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター 

03-5638-5055 

■猪苗代連絡所猪苗代連絡所猪苗代連絡所猪苗代連絡所 

TEL 0242-72-0311 

■裏磐梯裏磐梯裏磐梯裏磐梯エリアエリアエリアエリア臨時窓口臨時窓口臨時窓口臨時窓口    

※毎週 火曜日・金曜日 開庁 

TEL 090-6064-2671 

090-1710-8618 

■土湯連絡所土湯連絡所土湯連絡所土湯連絡所    

TEL 024-594-5351 

■岳連絡所岳連絡所岳連絡所岳連絡所    

TEL 0243-61-1280 

■浪江町教育委員会浪江町教育委員会浪江町教育委員会浪江町教育委員会    

TEL 080-2807-6933 

080-2807-6951 

FAX 0243-22-4261 

■浪江町議会事務局浪江町議会事務局浪江町議会事務局浪江町議会事務局 

TEL 0243-22-9531 

FAX 0243-22-9532 

■浪江町社会福祉協議会浪江町社会福祉協議会浪江町社会福祉協議会浪江町社会福祉協議会    

TEL 090-6639-7704 

090-2852-9486 

■浪江町商工会浪江町商工会浪江町商工会浪江町商工会    

あだたら商工会内 

TEL 0243-22-9100 


